
議案第９号 

 

   大口町国民健康保険条例の一部改正について 

 

 大口町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２３年３月３日提出 

 

                      大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、平成２３年４月１日以後の出産育児一時金の支給額に係

る規定を恒久的な措置とすることに伴い、この条例の一部を改正するため必要があ

るからである。 
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大口町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険条例（昭和３４年大口村条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１項中「３８万円」を「４２万円」に改める。 

附則第５項を削る。 

附 則          

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産し

たものについて適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（出産育児一時金） 
第６条 被保険者が出産した時は、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として４２万円を支給する。 

２ 略 

（出産育児一時金） 
第６条 被保険者が出産した時は、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として３８万円を支給する。 

２ 略 

 

附 則 
１～４ 略 
  

   附 則 
１～４ 略 

（平成２１年１０月から平成２３年３月ま

での間の出産に係る出産育児一時金に関す

る経過措置） 
５ 被保険者又は被保険者であった者が平成

２１年１０月１日から平成２３年３月３１

日までの間に出産したときに支給する出産

育児一時金についての第６条の規定の適用

については、同条第１項中「３８万円」と

あるのは、「４２万円」とする。 
 

  

  

 


